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 改正案   現行基準  

  

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

 

Ⅰ-１ 理念・基本方針 
 

Ⅰ-１-(１) 理念、基本方針が確立・周知されている。 

 

1 Ⅰ-１-(１)-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 

 

【判断基準】 

 

ａ）法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針が適切に明文化されており、職員、利用者等へ

の周知が図られている。 

 

ｂ）法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針が明文化されているが、内容や周知が十分では

ない。 

 

ｃ）法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針の明文化や職員への周知がされていない。 

 

 

 

評価の着眼点 

□理念、基本方針が法人、福祉施設・事業所内の文章や広報媒体（パンフレット、ホームページ等）に

記載されている。 

 

□理念は、法人、福祉施設・事業所が実施する福祉サービスの内容や特性を踏まえた法人、福祉施設・

事業所の使命や目指す方向、考え方を読み取ることができる。 

 

□理念は、社会福祉法第７８条第１項に規定する趣旨のとおり、利用者にとって良質かつ適切な福祉サ

ービスを目指すことが読み取れる内容となっている。 

 

□基本方針は、法人の理念との整合性が確保されているとともに、職員の行動規範となるよう具体的な

内容となっている。 

 

□理念や基本方針は、会議や研修会での説明、会議での協議等をもって、職員への周知が図られている。 

 

□理念や基本方針は、分かりやすく説明した資料を作成するなどの工夫がなされ、利用者や家族への周

知が図られている。 

 

□理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行っている。 

 

□理念や基本方針を保護者会や利用者家族との懇談会等で資料を基に説明している。 
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  （新設） 

 

 

□基本方針は、法人の理念との整合性が確保されているとともに、職員の行動規範となるよう具体的な

内容となっている。 

 

□理念や基本方針は、会議や研修会での説明、会議での協議等をもって、職員への周知が図られている。 
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知が図られている。 

 

□理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行っている。 

 

（保育所）削除 

□理念や基本方針を保護者会等で資料を基に説明している。 
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 評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、法人、福祉施設・事業所の使命や役割を反映した理念、これに基づく福祉サービ

ス提供に関する基本方針が適切に明文化されており、職員、利用者等への周知が十分に図られてい

ることを評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

 ○福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の心身の健やかな育成、その有する 

  能力に応じ自立した日常生活を支援するものとして、良質かつ適切であることを基本的理 

  念としています。 

 

 ○法人、福祉施設・事業所には、利用者一人ひとりの意向を十分に尊重して、その自己決 

  定・自己実現が図られるよう利用者の権利擁護を基礎にした事業経営、福祉サービスの提 

  供が求められます。 

 

 【理念と基本方針】 

○福祉サービスの提供や経営の前提として、法人、福祉施設・事業所の目的や存在意義、使命や役割

等を明確にした理念が必要です。特に、福祉サービスを提供する法人、福祉施設・事業所の理念・

基本方針において、利用者の人権の尊重や個人の尊厳に関わる姿勢が明確にされていることが重要

です。 

 

○また、社会福祉法第７８条第１項に規定されるとおり、社会福祉事業の経営者は、常に福祉サービ

スを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければなりませ

ん。理念・基本方針において、そのような趣旨を記載していることが重要です。 

 

 ○理念は、法人、福祉施設・事業所における事業経営や福祉サービス提供の拠り所であり、基本の考

えとなります。また、法人、福祉施設・事業所の目指すべき方向性を内外に示すものでもあります。

よって、理念は、実施する福祉サービスの内容や特性を踏まえた具体的な内容が示されていること

が適当です。 

 

 ○基本方針は、理念に基づいて福祉施設・事業所の利用者に対する姿勢や地域との関わり方、あるい

は組織が持つ機能等を具体的に示す重要なものです。また、理念を職員等の行動基準（行動規範）

としてより具体的な指針とするためには、理念に基づく基本方針を定めることが必要です。 

 

○基本方針が明確にされていることによって、職員は自らの業務に対する意識付けや利用者への接し

方、福祉サービスへの具体的な取組を合目的的に行うことができるようになります。また、対外的

にも、実施する福祉サービスに対する基本的な考え方や姿勢を示すものとなり、組織に対する安心

感や信頼にもつながります。 

 

○理念や基本方針は、職員の理解はもとより、利用者や家族、さらには地域社会に対して示していく

ことを前提として、明文化されていることが求められます。 

 

 ○理念や基本方針は、中・長期計画や単年度の事業計画を策定する際の基本ともなります。 

 

○本評価基準は、各評価基準に基づく評価を行っていく際の基礎となるものです。各評価基準はそれ
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ぞれの具体的な取組状況を評価するものとなっていますが、法人、福祉施設・事業所の理念や基本

方針を達成する観点から、取組や内容等が十分であるかなどの視点から評価します。 

 

 【職員の理解】 

○理念や基本方針は、組織の福祉サービスに対する考え方や姿勢を示し、職員の行動規範となるもの

ですから、職員には十分な周知と理解を促すことが重要となります。 

 

 【利用者や家族等への周知】 

○理念や基本方針は、組織の福祉サービスに対する考え方や姿勢を示すものです。よって、職員に限

らず、利用者や家族等、さらには地域住民や関係機関にも広く周知することが必要となります。ま

た、利用者や家族等に対して理念や基本方針を周知することによって、実施する福祉サービスに対

する安心感や信頼を高めることにもつながるため、十分な取組が求められることとなります。 

 

（３）評価の留意点 

○複数の施設・事業を経営する法人の場合には、法人の理念に基づき、各福祉施設・事業所の実情に

応じて福祉施設・事業所ごとに理念を掲げていても構いません。 

 

○公立施設については、管理者に与えられた職掌の範囲内を考慮した上で、本評価基準の基本的考え

方に沿った具体的な取組を評価します。 

 

○福祉施設・事業所によっては「基本方針」を単年度の事業計画における「重点事項」としている場

合もありますが、本評価基準では、「重点事項」の前提となる、より基本的な考え方や姿勢を明示

したものとして「基本方針」を位置付けています。 

 

○職員への周知については、訪問調査において組織として職員への周知に向けてどのような取組を行

っているかを聴取した上で、職員への聴取・確認を行うことによってその周知の状況を併せて把握

することになります。 

 

○利用者や家族等への周知については、訪問調査において利用者や家族等への周知に向けてどのよう

な取組を行っているかを聴取します。また、作成された印刷物等の内容が分かりやすいかどうか、

周知の方法に配慮しているかどうかについても評価の対象となります。高齢者や障害のある利用者

に対しては、職員に対する方法とは違った工夫も求められます。 

 

○理念、基本方針が明文化されていない場合は「ｃ」評価とします。 

 

○理念、基本方針は適切に明文化され、職員の理解のもとに福祉サービスが提供されることが必要で

す。理念、基本方針が明文化されている場合であっても、職員に周知されていない場合は「ｃ」評

価とします。 

 

（高齢共通） 

○認知機能の低下などが見られる利用者に対して、わかりやすい資料の作成、いつでも閲覧できるよ

うにする等の取組や個別の説明が行われているかを確認します。 

 

≪注≫ 

＊本評価基準における「管理者」とは、福祉施設・事業所を実質的に管理・運営する責任者（施設長

ぞれの具体的な取組状況を評価するものとなっていますが、法人、福祉施設・事業所の理念や基本

方針を達成する観点から、取組や内容等が十分であるかなどの視点から評価します。 

 

 【職員の理解】 

○理念や基本方針は、組織の福祉サービスに対する考え方や姿勢を示し、職員の行動規範となるもの

ですから、職員には十分な周知と理解を促すことが重要となります。 

 

 【利用者や家族等への周知】 

○理念や基本方針は、組織の福祉サービスに対する考え方や姿勢を示すものです。よって、職員に限

らず、利用者や家族等、さらには地域住民や関係機関にも広く周知することが必要となります。ま

た、利用者や家族等に対して理念や基本方針を周知することによって、実施する福祉サービスに対

する安心感や信頼を高めることにもつながるため、十分な取組が求められることとなります。 

 

（３）評価の留意点 

○複数の施設・事業を経営する法人の場合には、法人の理念に基づき、各福祉施設・事業所の実情に

応じて福祉施設・事業所ごとに理念を掲げていても構いません。 

 

○公立施設については、管理者に与えられた職掌の範囲内を考慮した上で、本評価基準の基本的考え

方に沿った具体的な取組を評価します。 

 

○福祉施設・事業所によっては「基本方針」を単年度の事業計画における「重点事項」としている場

合もありますが、本評価基準では、「重点事項」の前提となる、より基本的な考え方や姿勢を明示し

たものとして「基本方針」を位置付けています。 

 

○職員のへの周知については、訪問調査において組織として職員への周知に向けてどのような取組を

行っているかを聴取した上で、職員への聴取・確認を行うことによってその周知の状況を併せて把

握することになります。 

 

○利用者や家族等への周知については、訪問調査において利用者や家族等への周知に向けてどのよう

な取組を行っているかを聴取します。また、作成された印刷物等の内容が分かりやすいかどうか、

周知の方法に配慮しているかどうかについても評価の対象となります。高齢者や障害のある利用者

に対しては、職員に対する方法とは違った工夫も求められます。 

 

○理念、基本方針のいずれかが明文化されていない場合は「ｃ」評価とします。 

 

○理念、基本方針は適切に明文化され、職員の理解のもとに福祉サービスが提供されることが必要で

す。理念、基本方針が明文化されている場合であっても、職員に周知されていない場合は「ｃ」評

価とします。 

 

（高齢共通） 

○認知機能の低下などが見られる利用者に対して、わかりやすい資料の作成、いつでも閲覧できるよ

うにする等の取組や個別の説明が行われているかを確認します。 

 

≪注≫ 

＊本評価基準における「管理者」とは、福祉施設・事業所を実質的に管理・運営する責任者（施設長
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等）を指しますが、法人の経営者に対しても、同様の姿勢が求められます。 

 

＊本評価基準における「職員」とは、「職員」とは、常勤・非常勤、あるいは職種を問わず、組織に

雇用される全ての職員を指しています。 

 

（略） 

 

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 
 

Ⅰ-４-(１) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 

 

（略） 

 
9 Ⅰ-４-(１)-② 評価結果に基づき組織として取り組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施

している。 

 

【判断基準】 

 

ａ）自己評価及び第三者評価結果等を分析し、明確になった組織として取り組むべき課題に

ついて、改善策や改善実施計画を立て実施している。 

 

ｂ）自己評価及び第三者評価結果等を分析し、組織として取り組むべき課題を明確にしてい

るが、改善策や改善実施計画を立て実施するまでには至っていない。 

 

ｃ）自己評価及び第三者評価結果等を分析し、組織として取り組むべき課題を明確にしてい

ない。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□自己評価及び第三者評価結果等を分析した結果やそれに基づく課題が文書化されている。 

 

□職員間で課題の共有化が図られている。 

 

□自己評価及び第三者評価結果等から明確になった課題について、職員の参画の下で改善策や改善計画

を策定する仕組みがある。 

 

□自己評価及び第三者評価結果等に基づく改善の取組を計画的に行っている。 

 

□改善策や改善の実施状況の評価を実施するとともに、必要に応じて改善計画の見直しを行っている。 

 

 

 

 

 

等）を指しますが、法人の経営者に対しても、同様の姿勢が求められます。 

 

＊本評価基準における「職員」とは、「職員」とは、常勤・非常勤、あるいは職種を問わず、組織に雇

用される全ての職員を指しています。 

 

（略） 

 

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 
 

Ⅰ-４-(１) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 

 

（略） 

 
9 Ⅰ-４-(１)-② 評価結果に基づき組織として取り組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施

している。 

 

【判断基準】 

 

ａ）評価結果を分析し、明確になった組織として取り組むべき課題について、改善策や改善

実施計画を立て実施している。 

 

ｂ）評価結果を分析し、組織として取り組むべき課題を明確にしているが、改善策や改善実

施計画を立て実施するまでには至っていない。 

 

ｃ）評価結果を分析し、組織として取り組むべき課題を明確にしていない。 

 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□評価結果を分析した結果やそれに基づく課題が文書化されている。 

 

□職員間で課題の共有化が図られている。 

 

□評価結果から明確になった課題について、職員の参画の下で改善策や改善計画を策定する仕組みがあ

る。 

 

□評価結果に基づく改善の取組を計画的に行っている。 

 

□改善策や改善の実施状況の評価を実施するとともに、必要に応じて改善計画の見直しを行っている。 
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評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準は、実施した自己評価、第三者評価等の結果を組織がどのように活用しているかを、改

善の課題の明確化という観点から評価するとともに、評価結果から明確になった課題に対して、改

善策や改善実施計画を検討し定めているか、また、定めた改善策・改善実施計画を実行しているか

どうかを評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

 ○自己評価、第三者評価等の結果については、改善の課題を明確にし、この解決・改善に計画的に取

り組むことが必要です。そのため、評価結果を分析した結果やそれに基づく課題が文書化され、職

員間で課題の共有化が図られることが求められます。 

 

 ○改善課題については、職員の参画の下で改善策や改善計画を策定し、改善のための取組を計画的に

行うことが必要です。また、計画については、実施状況の評価を実施するとともに、必要に応じて改

善計画の見直しを行うことが求められます。 

 

 ○課題の中には、設備の改善や人員配置、予算的な課題等、単年度では解決できないものも想定され

ます。これらについては、必要に応じて目標や中・長期計画の中で、段階的に解決へ向かって取り

組んでいくことが求められます。 

 

（３）評価の留意点 

 ○改善の課題の明確化については、訪問調査時に、評価結果の分析結果やそれに基づく課題等を、検

討過程の記録等も含めて確認します。 

 

○課題の改善策や計画については、訪問調査において、改善の課題についての評価結果に基づいた改

善策、改善実施計画等の書面確認及び実施された改善策について聴取して確認します。 

 

○中・長期的な検討・取組が必要な改善課題については、中・長期計画に反映されているか確認しま

す。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準は、実施した自己評価、第三者評価等の結果を組織がどのように活用しているかを、改

善の課題の明確化という観点から評価するとともに、評価結果から明確になった課題に対して、改

善策や改善実施計画を検討し定めているか、また、定めた改善策・改善実施計画を実行しているか

どうかを評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

 ○自己評価、第三者評価等の結果については、改善の課題を明確にし、この解決・改善に計画的に取

り組むことが必要です。そのため、評価結果を分析した結果やそれに基づく課題が文書化され、職

員間で課題の共有化が図られることが求められます。 

 

 ○改善課題については、職員の参画の下で改善策や改善計画を策定し、改善のための取組を計画的に

行うことが必要です。また、計画については、実施状況の評価を実施するとともに、必要に応じて改

善計画の見直しを行うことが求められます。 

 

 ○課題の中には、設備の改善や人員配置、予算的な課題等、単年度では解決できないものも想定され

ます。これらについては、必要に応じて目標や中・長期計画の中で、段階的に解決へ向かって取り

組んでいくことが求められます。 

 

（３）評価の留意点 

 ○改善の課題の明確化については、訪問調査時に、評価結果の分析結果やそれに基づく課題等を、検

討過程の記録等も含めて確認します。 

 

○課題の改善策や計画については、訪問調査において、改善の課題についての評価結果に基づいた改

善策、改善実施計画等の書面確認及び実施された改善策について聴取して確認します。 

 

○中・長期的な検討・取組が必要な改善課題については、中・長期計画に反映されているか確認しま

す。 

 

（略） 
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Ⅱ 組織の運営管理 
 

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ 

 

（略） 

 
Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

 

（略） 

 

18 Ⅱ-２-(３)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されて

いる。 

 

【判断基準】 

 

ａ）組織として職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施さ

れている。 

 

ｂ）組織として職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定されているが、内容や教育・

研修の実施が十分ではない。 

 

ｃ）組織として職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定されていない。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□組織が目指す福祉サービスを実施するために、基本方針や計画の中に、「期待する職員像」を明示してい

る。 

 

□現在実施している福祉サービスの内容や目標を踏まえて、基本方針や計画の中に、組織が職員に必要とさ

れる専門技術や専門資格を明示している。 

 

□策定された教育・研修計画に基づき、教育・研修が実施されている。 

 

□定期的に計画の評価と見直しを行っている。 

 

□定期的に研修内容やカリキュラムの評価と見直しを行っている。 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 組織の運営管理 
 

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ 

 

（略） 

 
Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

 

（略） 

 

18 Ⅱ-２-(３)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されてい

る。 

 

【判断基準】 

 

ａ）組織として職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施さ

れている。 

 

ｂ）組織として職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定されているが、内容や教育・

研修の実施が十分ではない。 

 

ｃ）組織として職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定されていない。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□組織が目指す福祉サービスを実施するために、基本方針や計画の中に、「期待する職員像」を明示している。 

 

 

□現在実施している福祉サービスの内容や目標を踏まえて、基本方針や計画の中に、組織が職員に必要とさ

れる専門技術や専門資格を明示している。 

 

□策定された教育・研修計画に基づき、教育・研修が実施されている。 

 

□定期的に計画の評価と見直しを行っている。 

 

□定期的に研修内容やカリキュラムの評価と見直しを行っている。 
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評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、求められる職員の在り方を、具体的な知識・技術水準や専門資格の取得といった

点から明確にした職員の教育・研修に関する組織の基本姿勢を、基本方針や計画として策定し、こ

れらに基づく教育・研修が適切に実施されていることを評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

○教育・研修は、基本的考え方等を明確にし、計画的に実施される必要があります。 

 

○福祉サービスの質の向上のために組織が定めた目標とその目標達成に向けた事業計画と職員の研

修計画が整合していることが必要です。 

 

○職員の教育・研修に関する基本方針や計画は、概略的なものではなく、具体的な知識、技術の内容・

水準や専門資格の取得といった点から明確にしたものであることを求めています。 

 

○基本方針や計画に基づいて、教育・研修が適切に実施されていることが必要です。 

 

○また、教育・研修成果の評価・分析を行い、その結果を踏まえて次の教育・研修計画の策定に反映

することが必要です。 

 

（３）評価の留意点 

○組織が必要とする職員の知識・技術や専門資格について、具体的な目標が明記され、それとの整合

性が確保された体系的な計画が明文化されているか確認します。 

 

○年度ごとに関連性・継続性のない研修の開催や外部研修への参加、あるいは職員の希望だけを尊重

した研修計画は、福祉サービスの質の向上に対する取組の一環と位置付けることはできません。組

織として目的を明確にし、体系化された研修計画が策定される必要があります。 

 

○組織が実施する福祉サービス全体の質の向上に対する取組を評価する項目ですので、正規職員のほ

か、派遣契約職員や臨時職員等、全ての職員についての教育・研修を対象とします。 

 

○法人が一括して所管している場合であっても、本評価基準の趣旨に照らして福祉施設・事業所の取

組を評価します。 

 

○研修を基本方針や計画どおりに受けることができているか、また、受けることができなかった場合

の対策はとられているかなど、実際の研修の実施状況などを把握して評価します。 

 

（保育所） 

○専門資格には、保育士や社会福祉士など福祉に関わる国家資格、幼稚園の教員免許のみならず、保

育・子育て支援の質の向上に資する資格・免許、認定資格等を含みます。１９ Ⅱ-２-(３)-③も同

様です。 

 

 

 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、求められる職員の在り方を、具体的な知識・技術水準や専門資格の取得といった

点から明確にした職員の教育・研修に関する組織の基本姿勢を、基本方針や計画として策定し、こ

れらに基づく教育・研修が適切に実施されていることを評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

○教育・研修は、基本的考え方等を明確にし、計画的に実施される必要があります。 

 

○福祉サービスの質の向上のために組織が定めた目標とその目標達成に向けた事業計画と職員の研修

計画が整合していることが必要です。 

 

○職員の教育・研修に関する基本方針や計画は、概略的なものではなく、具体的な知識、技術の内容・

水準や専門資格の取得といった点から明確にしたものであることを求めています。 

 

○基本方針や計画に基づいて、教育・研修が適切に実施されていることが必要です。 

 

○また、教育・研修成果の評価・分析を行い、その結果を踏まえて次の教育・研修計画の策定に反映

することが必要です。 

 

（３）評価の留意点 

○組織が必要とする職員の知識・技術や専門資格について、具体的な目標が明記され、それとの整合

性が確保された体系的な計画が明文化されているか確認します。 

 

○年度ごとに関連性・継続性のない研修の開催や外部研修への参加、あるいは職員の希望だけを尊重

した研修計画は、福祉サービスの質の向上に対する取組の一環と位置付けることはできません。組

織として目的を明確にし、体系化された研修計画が策定される必要があります。 

 

○組織が実施する福祉サービス全体の質の向上に対する取組を評価する項目ですので、正規職員のほ

か、派遣契約職員や臨時職員等、全ての職員についての教育・研修を対象とします。 

 

○法人が一括して所管している場合であっても、本評価基準の趣旨に照らして福祉施設・事業所の取

組を評価します。 

 

 （新設） 

 

 

（保育所） 

○専門資格には、保育士や社会福祉士など福祉に関わる国家資格、幼稚園の教員免許のみならず、保

育・子育て支援の質の向上に資する資格・免許、認定資格等を含みます。１９ Ⅱ-２-(３)-③も同

様です。 
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19 Ⅱ-２-(３)-③ 職員一人一人の教育・研修の機会が確保されている。 

 

【判断基準】 

 

ａ）職員一人一人について、教育・研修の機会が確保され、適切に教育・研修が実施されて

いる。 

 

ｂ）職員一人一人について、教育・研修の機会が確保されているが、参加等が十分でない。 

 

ｃ）職員一人一人について、研修機会が確保されていない。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□個別の職員の知識、技術水準、専門資格の取得状況等を把握している。 

 

□新任職員をはじめ職員の経験や習熟度に配慮した個別的なＯＪＴが適切に行われている。 

 

□階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の機会を確保し、職員の職務や必要とする知識・技術水準

に応じた教育・研修を実施している。 

 

□外部研修に関する情報提供を適切に行うとともに、参加を勧奨している。 

 

□職員一人一人が、教育・研修の場に参加できるよう配慮している。 

 

□スーパービジョンと呼ばれるような、職員への支援制度や取組が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Ⅱ-２-(３)-③ 職員一人一人の教育・研修の機会が確保されている。 

 

【判断基準】 

 

ａ）職員一人一人について、教育・研修の機会が確保され、適切に教育・研修が実施されて

いる。 

 

ｂ）職員一人一人について、教育・研修の機会が確保されているが、参加等が十分でない。 

 

ｃ）職員一人一人について、研修機会が確保されていない。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□個別の職員の知識、技術水準、専門資格の取得状況等を把握している。 

 

□新任職員をはじめ職員の経験や習熟度に配慮した個別的なＯＪＴが適切に行われている。 

 

□階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の機会を確保し、職員の職務や必要とする知識・技術水準

に応じた教育・研修を実施している。 

 

□外部研修に関する情報提供を適切に行うとともに、参加を勧奨している。 

 

□職員一人一人が、教育・研修の場に参加できるよう配慮している。 

 

 （新設） 
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評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、職員の教育・研修に関する計画に基づき、職員一人一人について、教育・研修の

機会が確保されるとともに、教育・研修の場に参加し適切に教育・研修が実施されているかを評価

します。 

 

（２）趣旨・解説 

 ○職員の教育・研修に関する計画が実施されていることはもとより、職員一人一人が実際に必要な教

育・研修を受けることができているかということが重要です。 

 

 ○教育・研修の計画的な実施と併せて、職員一人一人の知識、技術水準、専門資格の取得状況等を把

握することが必要です。 

 

 ○教育・研修の内容については、新任職員をはじめ職員の経験や習熟度に配慮した個別的なＯＪＴが

適切に行われていること、また、階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の機会を確保し、職員

の職務や必要とする知識・技術水準に応じた教育・研修を実施されることなどが必要です。 

 

○福祉サービスに関わるニーズの複雑化や支援の困難化等により、専門性が一層求められることか

ら、内部・外部研修等の研修の方法やテーマ・種類等を整理し、また職員間で学びあう機会と体制

づくりも求められます。 

 

 ○必要に応じて、例えば介護技術向上のための介護福祉士資格の取得、相談員の面接技術向上のため

の国家資格の取得、栄養士の管理栄養士資格の取得等も重要な教育・研修の取組となります。 

 

○福祉施設・事業所（法人）において、研修を実施することはもとより、外部研修に関する情報提供

を適切に行うとともに、参加を勧奨すること、教育・研修の場に参加できるように配慮することが

必要であることはいうまでもありません。 

 

○一般的にスーパービジョンと呼ばれるような、専門的な技能・技術を習得している熟練の職員や外

部の専門家が定期的な指導・面談などを通じて職務上のアドバイスを行っていく取組は、新任職員

に限らず多少の経験をもつ職員にとってもスキルの向上に繋がります。そして、アドバイスを行う

職員にとっても、自身の知識や技術を自覚する学びの機会となり、事業所の提供する福祉サービス

の質の向上に繋がります。 

 

○また、職務に関する技術面や問題へのアドバイスのみでなく、職員の精神面をサポートしていく取

組でもあります。職員が職務に関する悩みを解決できる相談の場として機能し、バーンアウト予防

などにも繋がるチーム体制を整備することが重要です。 

 

（３）評価の留意点 

○研修成果の評価・分析が行われているかどうかを評価します。研修参加者の報告レポートや、評価・

分析が記載された文書（職員別研修履歴等）で確認を行います。 

 

○研修成果の評価・分析が、次の研修計画に反映されているかどうかを、継続した記録等の資料で確

認します。 

 

 ○「階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の機会」の確保については、福祉施設・事業所（法人）

において企画・実施する場合はもとより、外部研修への参加を含め評価します。 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、職員の教育・研修に関する計画に基づき、職員一人一人について、教育・研修の

機会が確保されるとともに、教育・研修の場に参加し適切に教育・研修が実施されているかを評価

します。 

 

（２）趣旨・解説 

 ○職員の教育・研修に関する計画が実施されていることはもとより、職員一人一人が実際に必要な教

育・研修を受けることができているかということが重要です。 

 

 ○教育・研修の計画的な実施と併せて、職員一人一人の知識、技術水準、専門資格の取得状況等を把

握することが必要です。 

 

 ○教育・研修の内容については、新任職員をはじめ職員の経験や習熟度に配慮した個別的なＯＪＴが

適切に行われていること、また、階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の機会を確保し、職員

の職務や必要とする知識・技術水準に応じた教育・研修を実施されることなどが必要です。 

 

○福祉サービスに関わるニーズの複雑化や支援の困難化等により、専門性が一層求められることから、

内部・外部研修等の研修の方法やテーマ・種類等を整理し、また職員間で学びあう機会と体制づく

りも求められます。 

 

 ○必要に応じて、例えば介護技術向上のための介護福祉士資格の取得、相談員の面接技術向上のため

の国家資格の取得、栄養士の管理栄養士資格の取得等も重要な教育・研修の取組となります。 

 

○福祉施設・事業所（法人）において、研修を実施することはもとより、外部研修に関する情報提供

を適切に行うとともに、参加を勧奨すること、教育・研修の場に参加できるように配慮することが

必要であることはいうまでもありません。 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

（３）評価の留意点 

○研修成果の評価・分析が行われているかどうかを評価します。研修参加者の報告レポートや、評価・

分析が記載された文書（職員別研修履歴等）で確認を行います。 

 

○研修成果の評価・分析が、次の研修計画に反映されているかどうかを、継続した記録等の資料で確

認します。 

 

 ○「階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の機会」の確保については、福祉施設・事業所（法人）

において企画・実施する場合はもとより、外部研修への参加を含め評価します。 
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 ○スーパービジョンと呼称する制度を定めている必要はありません。職員同士がチームとなって、あ

るいは外部の専門家を導入して、技術指導や精神面のサポートに繋がる制度を定めているか、又は、

取組を行っているかを確認して評価します。 

 

（略） 

 

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 
 

Ⅱ-３-(１) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

 

（略） 

 
22 Ⅱ-３-(１)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。 

 

【判断基準】 

 

ａ）公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。 

 

ｂ）公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われているが、十分ではない。 

 

ｃ）公正かつ透明性の高い適正な運営・経営のための取組が行われていない。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□福祉施設・事業所における事務、経理、取引等に関するルール、職務分掌と権限・責任が明確にされ、

職員等に周知している。 

 

□福祉施設・事業所における事務、経理、取引等について内部監査を実施するなど、定期的に確認され

ている。 

 

□福祉施設・事業所の事業、財務について外部の専門家による監査支援等を実施している。 

 

□外部の専門家による監査支援等の結果や指摘事項に基づいて、経営改善を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

（略） 

 

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 
 

Ⅱ-３-(１) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

 

（略） 

 
22 Ⅱ-３-(１)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。 

 

【判断基準】 

 

ａ）公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。 

 

ｂ）公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われているが、十分ではない。 

 

ｃ）公正かつ透明性の高い適正な運営・経営のための取組が行われていない。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□福祉施設・事業所における事務、経理、取引等に関するルール、職務分掌と権限・責任が明確にされ、

職員等に周知している。 

 

□福祉施設・事業所における事務、経理、取引等について内部監査を実施するなど、定期的に確認され

ている。 

 

□福祉施設・事業所の事業、財務について外部の専門家による監査支援等を実施している。 

 

□外部の専門家による監査支援等の結果や指摘事項に基づいて、経営改善を実施している。 
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評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われているかを評価し

ます。 

 

（２）趣旨・解説 

○福祉サービスに関わる福祉施設・事業所においては、質の高い福祉サービスを実施する基盤となる

経営・運営が、公正かつ透明性の高い適正なものである必要があります。これは、福祉サービスを

提供する主体としての信頼性に関わる重要な取組です。 

 

○福祉施設・事業所の経営・運営は、福祉サービスの提供及び、業務執行に関わる「内部統制」＝事

業経営・運営におけるチェック体制を確立し社会的な責任を意識したものであることが重要です。 

 

○具体的には、福祉施設・事業所内における各種規程に沿った業務の実施、意思決定の手続きや財務

管理（会計処理）、また、取引・契約関係等、どの業務や過程に課題や問題が発生しやすいか福祉

施設・事業所の実情に応じて検討する必要があります。さらに、その発生を防ぐための仕組み・体

制を構築することが求められます。 

 

○福祉施設・事業所における事務、経理、取引等について、必要に応じて外部の専門家に相談し、助

言を得ることや、内部監査を実施するなどで定期的に確認するなど事業経営・運営の適正性を確保

する取組も有効です。 

 

○さらに、専門家による監査支援等での指摘事項、アドバイス等は、経営・財務の改善課題の発見と

その解決のための客観的な情報と位置付けることができます。また、その結果を経営改善に活用す

ることが必要です。 

 

○なお、ここでいう「外部の専門家による監査支援等」とは、会計監査又は公認会計士、監査法人、

税理士若しくは税理士法人が実施する財務管理、経営管理、組織運営・事業等に関する指導・助言

その他の専門的な支援を指します。当該法人の監事等の役職員や当該法人及びその役員等と、親族

等の特殊の関係がある者が行う監査等は含めません。 

 

○特に、一定規模以上の社会福祉法人については、会計監査人の設置（公認会計士等による会計監査

の実施）が義務付けられています。また、会計監査人を設置しない法人においても、ガバナンスの

強化や財務規律の確立に向けて、会計に関する専門家の活用を行うことが望ましいとされていま

す。 

 

○このため、社会福祉法人は、法人の規模にかかわらず、ガバナンスの強化や財務規律の確立により

公正性と透明性を確保し、説明責任を果たす観点から、会計等に関する専門家を活用することが有

効です。 

 

（３）評価の留意点 

○公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が日常的に行われているか、さらに、必要に

応じて外部の専門家による助言を得ているかを評価します。 

 

○また、福祉施設・事業所（法人）の規模を勘案した上で、外部の専門家による監査支援等を活用し

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われているかを評価し

ます。 

 

（２）趣旨・解説 

○福祉サービスに関わる福祉施設・事業所においては、質の高い福祉サービスを実施する基盤となる

経営・運営が、公正かつ透明性の高い適正なものである必要があります。これは、福祉サービスを

提供する主体としての信頼性に関わる重要な取組です。 

 

○福祉施設・事業所の経営・運営は、福祉サービスの提供及び、業務執行に関わる「内部統制」＝事

業経営・運営におけるチェック体制を確立し社会的な責任を意識したものであることが重要です。 

 

○具体的には、福祉施設・事業所内における各種規程に沿った業務の実施、意思決定の手続きや財務

管理（会計処理）、また、取引・契約関係等、どの業務や過程に課題や問題が発生しやすいか福祉施

設・事業所の実情に応じて検討する必要があります。さらに、その発生を防ぐための仕組み・体制

を構築することが求められます。 

 

○福祉施設・事業所における事務、経理、取引等について、必要に応じて外部の専門家に相談し、助

言を得ることや、内部監査を実施するなどで定期的に確認するなど事業経営・運営の適正性を確保

する取組も有効です。 

 

○さらに、専門家による監査支援等での指摘事項、アドバイス等は、経営・財務の改善課題の発見と

その解決のための客観的な情報と位置付けることができます。また、その結果を経営改善に活用す

ることが必要です。 

 

○なお、ここでいう「外部の専門家による監査支援等」とは、会計監査又は公認会計士、監査法人、

税理士若しくは税理士法人が実施する財務管理、経営管理、組織運営・事業等に関する指導・助言

その他の専門的な支援を指します。当該法人の監事等の役職員や当該法人及びその役員等と、親族

等の特殊の関係がある者が行う監査等は含めません。 

 

○特に、一定規模以上の社会福祉法人については、会計監査人の設置（公認会計士等による会計監査

の実施）が義務付けられています。また、会計監査人を設置しない法人においても、ガバナンスの

強化や財務規律の確立に向けて、会計に関する専門家の活用を行うことが望ましいとされています。 

 

 

○このため、社会福祉法人は、法人の規模にかかわらず、ガバナンスの強化や財務規律の確立により

公正性と透明性を確保し、説明責任を果たす観点から、会計等に関する専門家を活用することが有

効です。 

 

（３）評価の留意点 

○公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が日常的に行われているか、さらに、必要に

応じて外部の専門家による助言を得ているかを評価します。 

 

○また、福祉施設・事業所（法人）の規模を勘案した上で、外部の専門家による監査支援等を活用し
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事業、財務等に関するチェックやその結果に基づく経営改善を実施していることを評価します。 

 

○小規模な福祉施設・事業所については、外部の専門家による監査支援等の活用やその結果に基づく

経営改善が実施されていない場合も想定されます。福祉施設・事業所における事務、経理、取引等

について、①必要に応じて外部の専門家との契約に基づき、相談し、助言を得ることで定期的に確

認することなどにより、事業経営・運営の適正性を確保する取組を行うこと、②実情に即した経営

改善の取組を行っていること、をもって総合的に評価します。 

 

○評価方法は、訪問調査において、書面での確認と聴取により行います。なお、行政による監査は対

象ではありません。 

 

※苦情解決の仕組みについては「34 Ⅲ-１-(４)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機

能している。」で評価します。 

 

（略） 

 

事業、財務等に関するチェックやその結果に基づく経営改善を実施していることを評価します。 

 

○小規模な福祉施設・事業所については、外部の専門家による監査支援等の活用やその結果に基づく

経営改善が実施されていない場合も想定されます。福祉施設・事業所における事務、経理、取引等

について、①必要に応じて外部の専門家との契約に基づき、相談し、助言を得ることで定期的に確

認することなどにより、事業経営・運営の適正性を確保する取組を行うこと、②実情に即した経営

改善の取組を行っていること、をもって総合的に評価します。 

 

○評価方法は、訪問調査において、書面での確認と聴取により行います。なお、行政による監査は対

象ではありません。 

 

 （新設） 

 

 

（略） 

 


